
 

 
 

 

 

九州電力株式会社川内原子力発電所第２号機の工事の計画 

（原子炉容器出口管台溶接部保全工事）の届出についての確認結果 

 

（届出の概要） 

 

１．届出者及び届出年月日等 

届出者：九州電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘 

届出年月日等： 

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出） 

令和 ２年 １月３０日（原発本第１８３号） 

（電気事業法に基づく届出） 

令和 ２年 １月３０日（原発本第１８４号） 

 

２．発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び位置 

名称：川内原子力発電所 

位置：鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 

 

３．発電用原子炉施設の出力及び周波数 

出 力：   １，７８０，０００ｋＷ 

 第１号機：   ８９０，０００ｋＷ 

 第２号機：   ８９０，０００ｋＷ（今回届出分） 

周波数：          ６０Ｈｚ 

 

４．届出範囲 

 

原子炉本体 

５ 原子炉容器 

（１）原子炉容器本体及び監視試験片 

・原子炉容器 

 

６ 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

７ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１） 品質保証の実施に係る組織 

（２） 保安活動の計画 

（３） 保安活動の実施 

（４） 保安活動の評価 

（５） 保安活動の改善 

 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。）※  

１１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適

用規格 



 

 
 

 

１２ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１） 品質保証の実施に係る組織 

（２） 保安活動の計画 

（３） 保安活動の実施 

（４） 保安活動の評価 

（５） 保安活動の改善 

 

計測制御系統施設※  

４ ほう酸注入機能を有する設備 

（２）容器 

常設 

・原子炉容器 

 

１０ 計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。）の

基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

１１ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項 

（１） 品質保証の実施に係る組織 

（２） 保安活動の計画 

（３） 保安活動の実施 

（４） 保安活動の評価 

（５） 保安活動の改善 

 

※：原子炉本体の原子炉容器を、原子炉冷却系統施設のうち一次冷却材の循環設備及び

計測制御系統施設のうちほう酸注入機能を有する設備として兼用し、重大事故等

時に流路として使用する。 

 

５．工事の計画の内容 

種類：発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

内容：原子炉本体の修理であって、原子炉容器本体に係るものの性能又は強度に影

響を及ぼすもの（原子炉容器出口管台及び出口管台セーフエンド厚さの

設計確認値設定） 

 

６．届出理由 

国内外において、原子炉容器の出口管台と出口管台セーフエンドの溶接部に応

力腐食割れによる損傷事例が確認されている。このことから、予防保全の観点よ

り出口管台と出口管台セーフエンドの溶接部について、応力腐食割れ対策材料と

して多くの使用実績のある690系ニッケル基合金を適用する。 

この工事に伴い、出口管台及び出口管台セーフエンド厚さの設計確認値を設定

する。 

なお、これらの工事は原子炉本体に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすも

のに該当する。 



 

 
 

（確認概要） 

 

１．確認内容 

今回の届出に係る工事計画、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明

書、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書、クラス１機器の応力腐食割れ対策に

関する説明書、安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書、耐震性に関する説明書、強度に関する説明書、原子炉容器の脆性

破壊防止に関する説明書、設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書及び

添付図面を確認の対象とした。 

規制庁は、今回の届出は、以下のとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第

４３条の３の９第３項第１号に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたとこ

ろによるものであること、同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「技術

基準規則」という。）に適合するものであること、同項第３号に規定する「実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検

査のための組織の技術基準に関する規則」（平成２５年原子力規制委員会規則第８

号。以下「品質管理基準規則」という。）のいずれにも適合していると認められるこ

とを確認した。 

 

１－１ 発電用原子炉の設置変更の許可との整合性について、今回の届出に係る内容

が、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６７号により許可した川

内原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書の設計方針と整合しているこ

とを確認したことから、原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号に適合

していると認められる。 

 

１－２ 九州電力株式会社は、本届出において、川内原子力発電所第２号機の原子炉容

器の出口管台と出口管台セーフエンドの溶接部について、応力腐食割れ対策材

料として多くの使用実績のある 690 系ニッケル基合金を適用する工事を計画し

ている。また、この工事に伴い、出口管台及び出口管台セーフエンド厚さの設計

確認値を設定している。 

規制庁は、本届出の工事計画が、原子炉容器出口管台と出口管台セーフエン

ド部（溶接部を含む。）の一部を切削後に強度計算に含めないクラッド溶接によ

り埋め戻し、切削前の一次冷却系統に係る設備の容積、流路の内径に戻すもので

あることから、安全設備及び重大事故等対処設備の運転圧力、温度及び流量を変

更するものではないため、技術基準規則第１９条、第３３条、第３６条、第５９

条から第６３条及び第７１条の規定の適合性に影響を与えるものではなく、技

術基準規則第５条（地震による損傷の防止）、第１４条（安全設備）、第１５条（設

計基準対象施設の機能）、第１７条（材料及び構造）、第２７条（原子炉冷却材圧

力バウンダリ）、第５０条（地震による損傷の防止）、第５４条（重大事故等対処

設備）及び第５５条（材料及び構造）の規定に適合するものであるかについて以

下のとおり確認した。その結果、原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号

に適合していると認められる。 

 

 



 

 
 

（１）第５条（地震による損傷の防止）及び第５０条（地震による損傷の防止） 

規制庁は、本申請の書類から、当該設備について、耐震重要度分類Ｓクラス

並びに常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類され、

原子炉容器の出口管台と出口管台セーフエンド（溶接部を含む。）の耐震性につ

いては、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601（㈳日本電気協会）」等に基

づき、出口管台及び出口管台セーフエンド厚さの設計確認値に対する耐震設計

が実施されており、原子炉容器の出口管台と出口管台セーフエンド（溶接部を含

む。）に作用する発生応力は評価基準値を満足していることを確認したことから、

技術基準規則第５条及び第５０条の規定の適合性に影響を与えるものではない

と認める。 

（３）第１４条（安全設備） 

規制庁は、本申請の書類から、当該設備について、原子炉容器出口管台と出

口管台セーフエンド部（溶接部を含む。）は、設計基準事故時及び当該事故に至

るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能が発揮できる設計

としていることを確認したことから、技術基準規則第１４条の規定の適合性に

影響を与えるものではないと認める。 

（４）第１５条（設計基準対象施設の機能） 

規制庁は、本申請の書類から、当該設備について、原子炉容器出口管台と出

口管台セーフエンド部（溶接部を含む。）は、周辺機器等からの悪影響により事

故等に対処するために必要な機能を失うおそれがない設計とすること、二以上

の発電用原子炉施設において共用又は相互接続しない設計としていること、そ

の健全性及び能力を確認するため必要な箇所の保守点検ができる設計としてい

ることに影響を与えるものではないことを確認したことから、技術基準規則第

１５条の規定に適合性に影響を与えるものではないと認める。 

（５）第１７条（材料及び構造）及び第５５条（材料及び構造） 

規制庁は、本申請の書類から、当該設備について、設計基準対象施設として

クラス１容器に、重大事故等対処設備として重大事故等クラス２容器に分類さ

れており、原子炉容器の出口管台と出口管台セーフエンドの材料、構造及び強度

については、「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（２００５年版（２００

７年追補版含む。））＜第Ⅰ編軽水炉規格＞JSME S NC1－2005/2007（日本機械学

会）」に基づき、出口管台及び出口管台セーフエンド厚さの設計確認値に対して

強度計算により必要な強度を有していることを確認していること、出口管台の

材料については、「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法 

JEAC4206－2007（㈳日本電気協会）」に基づき、適切な破壊じん性を有すること

を確認していること、出口管台と出口管台セーフエンド間の溶接部については、

応力腐食割れの感受性が低く、応力腐食割れ対策材料として使用実績のある 690

系ニッケル基合金で補修を実施する計画としていることを確認したことから、

技術基準規則第１７条及び第５５条の規定の適合性に影響を与えるものではな

いと認める。 

（６）第２７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

規制庁は、本申請の書類から、当該設備について、原子炉容器の出口管台と

出口管台セーフエンドの強度について、必要な強度を有していることを確認し

ており、設計基準事故時等に原子炉冷却材圧力バウンダリに加わる負荷に耐え

るための構造強度に影響を与えるものではないことを確認したことから、技術

基準第２７条の規定の適合性に影響を与えるものではないと認める。 



 

 
 

（７）第５４条（重大事故等対処設備） 

規制庁は、本申請の書類から、当該設備について、原子炉容器出口管台と出

口管台セーフエンド部（溶接部を含む。）は、想定される重大事故等が発生した

場合における環境条件において必要な機能を有効に発揮できる設計としている

こと、その健全性及び能力を確認するため必要な箇所の保守点検ができる設計

としていること、他の設備に悪影響を及ぼさない設計としていること、二以上の

発電用原子炉施設において共用又は相互接続しない設計としていること、共通

要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがない設計としていることに影響を与えるものではないことを確認した

ことから、技術基準規則第５４条の規定の適合性に影響を与えるものではない

と認める。 

 

１－３ 規制庁は、設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織に

係る適合性の確認に当たって、今回の届出の品質保証計画から、品質保証の実施

に係る組織、保安活動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安活動の

改善に係る事項を変更しないとしていることを確認したことから、原子炉等規

制法第４３条の３の９第３項第３号に適合していると認める。 

 

２．処理意見 

規制庁は、１－１から１－３の事項をもって、本工事計画が原子炉等規制法第４３

条の３の１０第４項で準用する同法第４３条の３の９第３項の規定に適合しているも

のと認める。 

 

 

 


